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 「駐車施設の規模の特例（公共交通利用促進措置）」の報告について 

 

１ 駐車施設の規模の特例（公共交通利用促進措置）とは？ 

２ 公共交通利用促進措置の報告に関する提出書類 

３ 開始届（第 3 号様式）及び実施状況報告書（第 7 号様式）の記入例 

４ 公共交通利用促進措置の変更について 

５ 提出方法・問い合わせ先 

 

１ 駐車施設の規模の特例（公共交通利用促進措置）とは？ 

京都市駐車場条例において、一定の延べ面積以上の建築物を新築、増築又は用途変更

等をする場合、その建築物の敷地内に自動車及び自動二輪車の駐車施設を設置するこ

とを義務付け、あらかじめ届出が必要となっています。この条例に基づき設置した駐車

場を「付置義務駐車施設」といいます。 

「駐車施設の規模の特例（公共交通利用促進措置）」とは、付置義務駐車台数を減ら

すことができる特例制度です。この特例を受ける場合には、建築物の利用者に対して自

動車及び自動二輪車から公共交通機関への利用転換に資する措置に関する計画を提出

し承認を受ける必要があります。 

なお、特例の承認を受けた建築物の場合は、建築物の供用後、遅滞なく計画に記載し

た事項を実施し、速やかに「公共交通利用促進措置開始届」の提出を行い、また、毎年

10 月には「公共交通利用促進措置実施状況報告書」の提出が必要となります。 

 

 

２ 公共交通利用促進措置の報告に関する提出書類 

 【開始届】 （公共交通利用促進措置を開始（施設の供用開始）したときに 1 部提出） 

（１）公共交通利用促進措置開始届（第 3 号様式） 

（２）付近見取図 

   ・建物敷地を赤枠で囲ってください 

   ・計画書に添付されていた位置図でも構いません 

（３）公共交通利用促進措置の実施を証する図書 （実施状況写真、写真撮影箇所図、作成資料等）  

例）実施事項（４ページ資料２ D ）がホームページで確認できる場合は、ホー

ムページ（抜粋可能）を印刷したものを提出 

例）実施事項がパンフレット設置の場合、設置している状況が分かる写真を提出 
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【実施状況報告書】 （毎年１０月に１部提出） 

（１）公共交通利用促進措置実施状況報告書（第 7 号様式） 

（２）付近見取図 

・建物敷地を赤枠で囲ってください 

   ・計画書に添付されていた位置図でも構いません。 

（３）建築物の周辺の交通状況が分かる写真 

・毎年、最新の写真を提出してください。 

・建築物（施設）利用者等が路上駐車して、交通に支障をきたしてないか等を確

認ためのものです。建物周辺の道路が入るように撮影をお願いします。 

（４）写真撮影箇所図 

・付近見取図に記載いただいても構いません。 

（５）公共交通利用促進措置の実施を証する図書 （実施状況写真、写真撮影箇所図、作成資料等）  

例）実施事項（４ページ資料２ D ）がホームページで確認できる場合は、ホー

ムページ（抜粋可能）を印刷したものを提出 

例）実施事項がパンフレット設置の場合、設置している状況が分かる写真を提出 

 

  ※第３号様式、第７号様式は、ホームページ（京都市駐車場条例による届出）の 

下段「８ 様式集」にあります。 

 

 

３ 開始届（第 3 号様式）及び実施状況報告書（第 7 号様式）の記入例 

記入するにあたり、次頁以降の承認書（資料１）と公共交通利用促進計画書（資料２）

の記載事項が必要となります。資料１及び２は、副本としてお返ししておりますので、

承認を受けた者または代理者にご確認ください。 
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資料１ 
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資料２ 
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開始届 第３号様式 記入例 
承認を受けた者を記載してください。 
（資料１及び２の A を記載） ・・・※１ 

代理者として、開始届を 
提出する場合は記載して 
ください。 

（本内容についての問合せ先） 
 

資料１の B、資料２の C の 
日付及び番号を記載してください。 

承認を受けた内容（資料２の D）を 
そのまま記載してください。 ・・・※１ 

現在の建物名称を記載 

※１ 承認を受けた者の変更や公共交通利用促進措置の概要または周知の方法
に変更が生じた場合は、再度、公共交通利用促進計画書等を提出していた
だき、承認を受ける必要があります。 
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代理者として、報告書を 
提出する場合は記載して 
ください。 
（本内容についての問合せ先） 

実施状況報告書 第７号様式 記入例 

承認を受けた者を記載してください。 
（資料１及び２の A を記載）・・・※１ 

駐車場がない場合（資料２の
E が０の時）、記載すること。
本様式下段の注２参照 

承認を受けた内容 
（資料２の D）を 
そのまま記載してください。 
・・・※１ 

資料１の B、資料２の C の 
日付及び番号を記載してく 
ださい。 

例） 別紙（ホームページや写真）のとおり、①〜③を実施 

本様式下段の注３を参照してください 

本様式下段の注４を参照してください 

本様式下段の注４を参照してください 

現在の建物名称を記載 

※１ 承認を受けた者の変更や公共交通利用促進措置の概要または周知の方法
に変更が生じた場合は、再度、公共交通利用促進計画書等を提出していた
だき、承認を受ける必要があります。 
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４ 公共交通利用促進措置の変更について  

承認を受けた者の変更や公共交通利用促進措置の概要または周知の方法に変更が生じ

た場合は、再度、公共交通利用促進計画書等を提出し、承認を受ける必要があります。

変更内容に応じて、以下の書類を２部（正副）提出してください。 

承認を受けた者の変更の場合 ： ① 及び ② 

公共交通利用促進措置の概要または周知の方法の変更の場合： ① のみ 

   ※その他、変更事項がある場合は、都市計画課にご相談ください。 

①【駐車施設の規模の特例（公共交通利用促進措置）】 

 （１）公共交通利用促進計画書（第２号様式） 

 （２）委任状 （代理人がいる場合） 

 （３）位置図 

    ・建築物又は駐車施設の所在地と最寄り駅までの距離を記載してください。 

 （４）公共交通利用促進措置の詳細内容 

    ・予定している取組のイメージ資料（ホームページやパンフレットの案） 

既に実施している場合は、それが確認できる資料を添付してください。 

②【付置駐車施設設置届出の書類】 

（１）付置駐車施設設置届（第５号様式） 

 （２）委任状 （代理人がいる場合） 

 （３）位置図 

 （４）配置図（平面図でも可能） 

    ・建築敷地内に駐車場がある場合は、位置を明示してください。 

  

 

 

 

５ 提出方法・問い合わせ先 

【提出方法】 

開始届及び実施状況報告書は１部、変更届手続は２部、窓口または、郵送で提出して

ください。提出後、内容について確認する場合がありますので、必ず連絡先及び担当者

名の記載をお願いします。 

 なお、開始届、実施状況報告書については、副本返却、収受印押印等は行っておりま

せんので、ご了承願います。  

※メール、FAX による受付は行っておりませんので、ご了承願います 
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＜窓口＞ 市役所分庁舎２階の都市計画課まで提出してください。 

  （受付時間は、問い合わせ先参照） 

 

＜郵送＞ 以下の問い合わせ先の住所まで発送してください。 

宛名は、都市計画課（駐車場担当）まで記載してください。 

 

   

 

 

【問い合わせ先】  

京都市 都市計画局 都市企画部 都市計画課（駐車場担当） 

 

〒６０４－８５７１  

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488（市役所分庁舎２階） 

TEL：075-222-3505  

開庁時間 午前 8 時 45 分 ～ 午後 5 時 30 分 （土日祝及び年末年始を除く） 

（受付時間 午前 8 時 45 分 ～ 11 時 30 分、午後 1 時 ～ 3 時 ） 

※事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします 

 

ホームページ：https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000163446.html 

『京都市駐車場条例による届出』で検索 

または、京都市情報館から 

トップページ ▶ まちづくり ▶ 都市計画 ▶ 駐車場  

▶ 京都市駐車場条例による付置義務駐車施設  ▶ 京都市駐車場条例による届出  

 

https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000163446.html

